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事例   2012年３⽉１⽇   岐⾩県 

 
 

消費者の連絡（通報）と対応事例 
受付⽇ 地域 原因 通話内容 作業結果 

 
 

2011/10/25 

 
 

埼 ⽟ 

 
 

埋設管腐蝕 

警報器が朝来たら鳴って
いた。スプレー等で反応す
る場合があると伝えるが不
安があるので点検しに来
て欲しい。ガスの臭いがす
るか聞いたところ⾊々な臭
いがするので分からない。 

漏えい検査をしていたところ測定開始圧⼒は
4.0KPaスタート。終了圧⼒が1.49KPaのため、
即ガスの使⽤を中⽌し改善⼯事を⾏った。消費
側配管が埋設の⽩ガス管。腐⾷による漏えいが
原因。 

 
 

2012/2/13 

 
 

兵 庫 

 
 

ゴム管
接続不良 

集中監視をしている中華
料理店から警報遮断を受
信。電話では原因が特定で
きず、出動。 

警報器は鳴動していなかったが⾃記圧⼒計で圧⼒
を測定したところ微少漏えいを確認し、原因を詳
しく調査したところ、ゴム管の接続部から漏えいを
つきとめた。消費者が前⽇ガス器具を移動、ゴム管
の⻑さを調整するために切断した際、先端がま
っすぐに切られておらず接続不良による漏えいが
原因。消費者による接続は少なくない。移動時は確
実に接続がされているか確認するよう依頼。 

 

4. ＬＰガス警報器との連動 

 
ＬＰガス警報器とマイコンメータを信号線⼜は無線ユニット等で連動することによって、より⼀層、保安の向上が図れます。更にアン
サー機能付き及びプラグ抜け機能付き警報器と連動すると遮断事象を警報器の⾳声メッセージなどで分かり易く消費者に知らせ
たり、警報器の電源断・電源抜け情報をメーターに表⽰することができます。 

（ＳＢ型⼜はＥＢ型保安メーターは業務⽤のため警報器が連動されないと使⽤できないように設計されています。使⽤最⼤流量
４㎥/hのメーターで継続使⽤時間遮断機能を設定時は警報器を接続しなくても使⽤可能） 

図7.10   システム構成例（1） 図7.11   システム構成例（2） 

  
ガス警報器 機器連動 

無線ユニット 
業務⽤ 

EBメーター 
ガス警報器 

（アンサー付き） 業務⽤SBメーター 

4.1 ガス警報器とＳＢ型（ＥＢ型）保安メーターの連動 

岐⾩県内の交流施設において、そば打ち体験学習中の⾼校⽣35名、教員7名及び体験学習の講師７名（ボランティ
ア）の計49名のうち、⾼校⽣16名と教員4名、講師2名の計22名が、⼀酸化炭素（以下「CO」という。）中毒事故が
発⽣しました。 
原因は、そば打ち体験学習中に使⽤していためんゆで器の排気⼝が鍋で塞がれていたことから、排気不良になり、不
完全燃焼を起こしてCOが発⽣したものと推定されます。 
なお、当該めんゆで器の排気⼝を塞いだ状態で使⽤していた際、ガス警報器が2回鳴動していましたが、当該警報器 
をコンセントから抜いてしまっていました。不完全燃焼が起きると、COを含む未燃ガス（可燃性のガス）が発⽣す    
ることから、未燃ガスにガス警報器が反応した可能性も想定されます。 

（出典   経済産業省） 

3.5 ガス警報器がＣＯ（不完全燃焼）を検知した事例 
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参 考 
「ガス警報器⼯業会」のホームページでは、動画映像により業務⽤厨房でのCO中毒事故の原因と防⽌対策をわかりや
すく紹介しています。 
■「業務⽤厨房でのCO中毒事故防⽌〜業務⽤換気警報器の必要性」（全10分29秒） 
（１）⼀酸化炭素とは（全４分７秒）（２）シミュレーション映像（全４分２秒）（３）警報器の機能と正しい設置⽅法（全２分20秒） 

詳しくは、こちらから ▼ガス警報器⼯業会（カタログ・資料・動画リスト）    http://www.gkk.gr.jp/data.html 

 

（１）周知する内容 
①警報器が鳴った時の消費者の対応 

・換気扇等の換気装置を作動させる。すでに作動させている場合はドアや窓を開けて充分に換気をする。 
・燃焼器の使⽤を中⽌する。 
・緊急連絡先に連絡し、燃焼器の点検をしてもらう。 

②注意事項 
・換気扇などの換気装置を作動させても警報が⽌まらない場合は、ガスの使⽤を中⽌し、状況によってはお 
客様や従業員を避難させる。 
・警報器が鳴っているのを部屋の外で聞いたときには、外側からドアや窓を開けて換気をしてから⼊る。CO 
警報器が鳴っている部屋にいきなり⼊ると、部屋のＣＯ濃度が⾼い場合、ＣＯ中毒になる危険性がある。 
・点検が終わるまでは、ガスを使わない。 
・点検の結果、器具が不完全燃焼することが分かった場合は、必ず修理を⾏った後に使⽤する。 

（２）周知の⽅法 
警報器を設置した時や、定期点検時に取扱説明書やパンフレットを⽤いてお客様に伝える。 

【業務⽤換気警報器の必要性】 
▼http //www gkk gr jp/download/gkk_co pdf 

 

 
【つけて、より安⼼！業務⽤換気警報器】 

▼http //www gkk gr jp/download/ 
gkk_gyomukankisensor pdf 

【正しく設置しましょう COを検知する警報器】 
〜業務⽤厨房でのCO中毒を防ぐために〜 
▼http://www.gas.or.jp/collabo/anshinken/ 

gyoumu/pdf/keihou_torisetsu pdf 
 

   
 

2.2 業務⽤換気警報器の場合 
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3.1 消費者に実施していただきたいこと 

3.2 定期的なメンテナンスについて 

3. 業務⽤厨房での清掃及びメンテナンス 
業務⽤厨房機器、設備等を維持管理し、事故を防⽌するには、⽇常の清掃、定期的なメンテナンスを適切に⾏うこ

とと併せ、故障や損傷等をしたまま使われている機器、設備等については、直ぐに修理、部品交換等を⾏って、事故が
発⽣する原因を排除することが必要です。 

消費者が⽇常において点検と清掃を適切に⾏うと機器の異常の早期発⾒につながり、また、機器の耐⽤年数を延
ばすことができます。定期的なメンテナンスは、機器本来の機能、性能を維持することで故障を予防し、事故防⽌につな
げることができます。 

しかし、現状では業務⽤厨房機器や設備の定期的メンテナンス等は⼀般的には⾏われておらず、多くの場合、機器や
設備にトラブルが発⽣した時点で初めて消費者から機器メーカー等に修理の依頼があり、メーカー等の技術者が厨房に出
向き、修理、交換等の処置を⾏っている状況にあります。 

また、消費者には、厨房における給排気の重要性を理解していただき、ＣＯ中毒事故の原因となる状態を改善して
もらうことや、⽕災事故やＣＯ中毒事故につながる調理以外の⽬的で器機を使うこと等の不適切な使⽤を⽌めていた
だくことも重要です。 

ＬＰガス販売事業者においては、ガス警報器や業務⽤換気警報器の設置により、厨房における環境を定期的に調
査し、機器に不具合等があれば、消費者と相談の上、メーカー修理や改善をすることが重要です。また、機器メーカー等
による定期的なメンテナンスを推奨し、機器本来の性能を維持することができれば、消費者も安定した営業を持続するこ
とが可能となります。 

突然に起こる機器等の故障は、臨時休業等につながるだけでなく、死傷者を出す事故の可能性もあり、経営者にと
ってもまたＬＰガス販売事業者にとっても⼀番避けたい事象です。 

このため、ＬＰガス販売事業者には、厨房の現場に出⼊りする機会に、その状況をつぶさに調査し、⽇頃の機器の使
⽤⽅法や清掃に関する助⾔を⾏い、また、必要に応じて機器メーカーと相談し修理、改善を⾏ってもらうことで、業務⽤
厨房の機器の故障や設備不良を減らし、業務⽤厨房での事故の減少につなげることが期待されています。 

 

消費者が⽇常において適切な清掃を⾏うと、機器の耐⽤年数を延ばすことができるだけでなく、機器の異常を早期に
発⾒し易くなります。消費者には、厨房機器、設備の清掃を実施した場合のメリットを理解していただき、⽇々の⽇常
点検、清掃を励⾏していただくようお願いしてください。 

 

業務⽤厨房機器、設備等を維持管理し、事故を防⽌するには、定期的なメンテナンスを適切に⾏うことが必要で、
定期的なメンテナンスは、機器本来の機能、性能を維持し、また、機器の異常を早期に発⾒し予防保全（劣化が進む
前に適宜補修する）を計画的に⾏えるため、事故防⽌につながることと併せ、故障を予防し安定した稼働を続けられま
す。定期的なメンテナンスを実施した場合のメリットを理解していただき、器機、設備等に不具合がある場合は、メーカー
による修理を直ぐに受ける等の助⾔をしてください。 

なお、ＬＰガス販売事業者が消費者に助⾔等を⾏う場合には、当該機器メーカーに相談し、指導を受けた上で、消
費者に理解していただき実施することが必要です。 
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消 費 者 へ の お 願 い 
■機器を使うにあたって 

▼調理以外に使⽤しないでください。 
調理をする⽬的で作られた機器ですので、⾐類や⾷器の乾燥、炭⽕の⽕起こしなどの調理以外の⽬的に使⽤する
と、機器の加熱による⽕災や故障、⼀酸化炭素中毒の原因となりますので、調理以外に使⽤しないでください。 

▼機器や部品は、分解・改造をしないでください。 
機器を分解・改造すると機器の性能や寿命をいちじるしく劣化させるだけでなく、爆発、⽕災や⼀酸化炭素中毒
などの重⼤な事故を起こしますので、絶対に機器や部品を分解・改造しないでください。 

▼機器に⽔をかけないでください。 
機器に直接⽔がかかると点⽕不良など、機器の故障の原因となります。 

▼市販されている部品について 
機器の付属品以外の部品は使⽤しないでください。機器の性能や寿命をいちじるしく劣化させるだけでなく、不
完全燃焼や機器の加熱による⽕災・事故、機器の故障の原因となります。 

▼異常時の処置について 
使⽤中に異常な燃焼、臭気、⾳など、通常とは違った状態に気が付いた時、不具合が⽣じた時は、すぐに使⽤を
中⽌してください。ガス栓を閉め、ＬＰガス販売事業者やメーカーに連絡してください。 

 

■点検・清掃・メンテナンスの作業をするにあたって 
▼全ての器具栓が閉まっていることを確認し、ガス栓を閉めてください。 
▼機器を使⽤した直後は、五徳、バーナー、汁受けが⾼温になっており、⽕傷等の危険がありますので、機器が⼗

分冷めてから始めてください。 
▼作業をする時は、怪我、⽕傷等を防⽌するために、⼿袋を必ずはめてください。 

 

■ 点検・清掃・メンテナンス 
▼機器には⽔をかけないでください。 

機器に直接⽔がかかると点⽕不良など、機器の故障の原因となります。 
▼部品は必ず取り外して⽔洗いをしてください。（機器が⼗分冷めてから） 

五徳、汁受け、油受け、ロストパンなどに付着した油脂などの汚れをそのままにしておくと、バーナーの炎が油
脂などに引⽕して、⽕災、⽕傷の原因になりますので、取り外して⽔洗いをしてください。⽔洗いをした後は⽔
分を完全に落とし、正しい位置に戻してください。 

▼バーナーは付属の清掃棒で清掃してください。 
バーナーが煮こぼれなどで⽬詰まりしたり、汚れがひどい場合は、バーナーが不完全燃焼になり室内の空気が汚
れて⼀酸化炭素中毒やバーナーの爆発着⽕で⽕災、⽕傷などの原因になりますので、バーナーを取り外して洗い
するか付属品の清掃棒で⽬詰まりを取り除いてください。また、バーナーを⽔洗いをした後は、⽔を完全に落と
し、正しい位置に戻し、正常に燃焼するか確認してください。 

 

■乾電池の交換 
トップバーナーの点⽕の時、スパークする⾳が⼩さくなった、スパークの間隔が⻑くなった、スパークしなくなっ
たというような場合、電池が消耗していますので新しい電池と交換してください。電池交換の際は、＋極と−極を
間違えないよう⼗分注意してください。 

ＬＰガス販売事業者が「消費者⾃⾝が⾏うもの（実施して欲しいもの）」として消費者に説明する事項の
うち、業務⽤厨房機器に共通する事項をまとめました。業務⽤厨房機器を使⽤する消費者には、次の事項を説明
し、理解していただきましょう。 
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参 考 

周知のためのパンフレット等 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
1.1 デイリーチェックの周知 .................................................................................... 108 
1.2 経済産業省が作成したパンフレット（業務⽤） .................................................... 109 
1.3 経済産業省が作成したパンフレット（⼀般家庭⽤） .............................................. 111 
1.4 LPガス安全委員会が作成したパンフレット ............................................................ 112 
1.5 経済産業省が発出した⽂書 ................................................................................... 112 
1.6 その他 ................................................................................................................... 112 
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お客様へＣＯ中毒事故防⽌対策の重要なポイントを説明し、お客様が⽇常点検を励⾏することにより、ＣＯ中毒事
故は防げることを理解していただきましょう。 
また、お客様の疑問に対して的確に説明ができる等の知識や説得するための話法を習得し、業務⽤施設への周知に取
り組みましょう。 
デイリーチェックシートを活⽤して、⽇々の「換気」の習慣を付けるよう周知しましょう。 

【業務⽤厨房でガスをお使いのみなさまへ】〜ガス機器の正しい使い⽅〜 
▼https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/sangyo/citygas/kouhou/220212-1-1.pdf 

1.1 デイリーチェックの周知 
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【業務⽤厨房でガス機器等をお使いの皆さまへ】 
レンジフード・換気扇や排気ダクトの清掃・メンテナンスを⽋かさずに！ 

▼https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/sangyo/lpgas/kouhou/chubo.pdf 

 

【厨房で調理をする皆様へ】 
〜CF式ガス燃焼器と換気扇の同時使⽤における

⼀酸化炭素中毒事故防⽌について〜 
▼https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_ 

safety/sangyo/lpgas/kouhou/CF_kankisen.pdf 

【飲⾷店経営者、従業員の⽅へ】 
〜業務⽤厨房施設における⼀酸化炭素中毒事故防⽌の

ための注意喚起について〜 
▼https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/ 

sangyo/lpgas/kouhou/080801gyoumuyoutyuubou.pdf 
 

  
 

【LPガスをご家庭・業務⽤厨房でお使いの皆さまへ】 
CO中毒事故を起こさないためにあんしんの合⾔葉「ガスを使う時には、まず換気」を守りましょう。 

▼https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/sangyo/lpgas/kouhou/kanki.pdf 

1.2 経済産業省が作成したパンフレット（業務⽤） 
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【飲⾷店の皆様へ】ガスを安全に利⽤する４つのポイント 
▼https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/sangyo/lpgas/kouhou/gas_leaflet_blue.pdf 

 
【⼭⼩屋でＬＰガスをお使いの皆様へ】お⾵呂場での安⼼安全・調理場での安⼼安全 

▼https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/sangyo/lpgas/kouhou/270115-1.pdf 

 
厨房設備のレイアウト変更、ご⾃宅のリフォーム⼯事等の際は事前にガス事業者への連絡をお願いします。 

▼https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/sangyo/lpgas/kouhou/0226takoji.pdf 
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1.3 経済産業省が作成したパンフレット（⼀般家庭⽤） 

【業務⽤厨房機器をお使いの皆さまへ】ガス機器の定期的な清掃やメンテナンスを⾏うことが⼤切です。 
▼https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/sangyo/lpgas/kouhou/0226chubo-mainete01.pdf 

 
【ＬＰガスをご家庭・業務⽤厨房でお使いの皆さまへ】ガス機器使⽤時は「必ず換気」をしましょう。 

▼https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/sangyo/lpgas/kouhou/1016COchudoku.pdf 

 
 

 

【⼀般の皆様へ】 
ガスを安全に利⽤する４つのポイント 

▼https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_ 
safety/sangyo/lpgas/kouhou/gas_leaflet_red.pdf 

【バランス型ふろがまをお使いの皆さまへ】
お宅のふろがまは安全ですか？ 

▼https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_ 
safety/sangyo/lpgas/kouhou/furogama.pdf 
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1.5 経済産業省が発出した⽂書 

1.6 その他 

 
【業務⽤LPガス保安ガイド】 

▼http://www.lpg.or.jp/download/pdf/gyomu_j.pdf 
▼http://www.lpg.or.jp/download/pdf/P_gyomu_j.pd（f  印刷⽤データ）  ▼http://www.lpg.or.jp/download/pdf/PS_gyomu_j.pd（f  印刷仕様書） 

 

 
 

▼https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/oshirase/2013/07/250719-1-1.pdf 

      
 

 

参 考 
■業務⽤厨房機器メーカーの作成した資料 
製品を利⽤していただくためのメンテナンスの⽅法が紹介されています。 
▼製品のメンテナンス（タニコー）     https://www.tanico.co.jp/products/maintenance/ 

参 考 
▼「ＬＰガス安全委員会」では、ＬＰガスの消費者に対する保安に係る技術的知識の普及、保安意識の⾼揚を図るため、各種
パンフレットを作成し、ホームページに掲載しています。 
▼「ＬＰガス安全委員会」とは 

ＬＰガス安全委員会（以下、「安全委員会」という。）は、ＬＰガスの消費者の皆様に対し、保安に関する技術的知識の普及、
保安意識の⾼揚を図り、ＬＰガスの保安の確保に寄与することを⽬的として設⽴された組織です。 

安全委員会は、1969年(昭和44年)に「ＬＰガス事故防⽌安全委員会」として発⾜し、1985年(昭和60年)に「ＬＰ ガ
ス安全委員会」に改称しました。 

安全委員会は、正会員(ＬＰガス関連団体)18名のほか、特別会員として関係する省庁(経済産業省、消防庁、⽂部科学
省、東京都)及び消費者団体(主婦連合会、全国地域婦⼈団体連絡協議会)の計24者で構成されており、事務局は⾼圧ガ
ス保安協会が務めています。 
▼ホームページ 

安全委員会ではホームページを開設し、ＬＰガスの⼀般消費者向けの保安情報を発信しております。このホームペー
ジにおいて、安全委員会が作成したＬＰガスの⼀般消費者向けの保安啓発⽤のパンフレットを掲載しています。 

「ＬＰガス安全委員会」のホームページ   http://www.lpg.or.jp/index.html 

1.4 ＬＰガス安全委員会が作成したパンフレット 
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